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はじめに 

片瀬・江の島まちづくり協議会（片瀬地区郷土づくり推進会議の通称）は，藤沢市郷土

づくり推進会議設置要綱及び片瀬地区郷土づくり推進会議運営要領に基づき市が設置する

会議体として新たに位置づけられた組織で，その役割には，地域の意見を集約しながら地

域の課題を把握し課題解決に向けた方向性を検討することや，その検討結果により市への

提案・提言等や地域の特性を活かした事業の企画・実施をすることにあります。 

本書は，まちづくりの根幹となる市民参加制度「郷土づくり推進会議」がスタートして

から 5 年目となる平成 30 年度（2018 年 4 月～2019 年 3 月）について，片瀬地区のまちづ

くりを進めてきた片瀬・江の島まちづくり協議会の活動をまとめたものです。 

 

１．協議会全体の活動について 

片瀬・江の島まちづくり協議会（以下，「協議会」といいます。）は，片瀬地区自治・町

内会連絡協議会等の片瀬地区で活動する地域団体等から選出された委員 14 人と公募委員 

6 人（平成 29 年度末公募委員選考）の合計 20 人の委員により構成し，平成 30 年度から 2

年間の任期で市長から委嘱を受けて活動しています。 

協議会を円滑に運営するために，委員全員が出席する「全体会」，役員が出席する「役員

会」，まちづくり事業や地域課題の検討を具体的に検討する「部会」，部会の担当分野に該

当しない地域課題について解決に向けた方策の検討や取扱いの方向性を検討する「課題別

検討ワーキンググループ（以下，「WG」といいます。）」の各種会議を必要に応じて開催して

きました。 

その中で，運営の柱となる役員について，議長（片瀬・江の島まちづくり協議会では「会

長」という。）は，全体を代表することから片瀬地区自治町内会連絡協議会からの選出委員

を充て，副議長（片瀬・江の島まちづくり協議会では「副会長」という。）の役に 5つの部

会から各部会長が就任しています。これは，まちづくり事業の推進を担っている部会のリ

ーダーが役員となることで，協議会全体の運営と事業活動との連携がスムーズにとれ，か

つ，各事業や地域での活動実践の視点から本音で議論・検討を進められる体制として，こ

れまでの経験を踏まえ採用しているものです。このような形で，役員会において議題につ

いての検討を集中的に行い，全体会へ議論のたたき台として提案していくことで，より充

実した活動につながってきたものと評価しています。 

平成 30年度に開催した全体会等の会議の開催状況や議題は，次のとおりです。 
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■全体会（12回，延べ 227人出席） 

委員 傍聴 事務局 合計

1
４月２６日（木）
18：30～19：30 13 0 5 18

・年間スケジュールについて
・所属部会について

2
５月２５日（金）
14：30～16：15 12 0 6 18

・平成３０年度検討課題について

・まちづくり通信３２号について

3
６月２１日（木）
18：30～20：00 17 0 6 23

・東京オリンピック。パラリンピックへの市民参加について

・まち協の東京オリ・パラへの取り組みについて

4
７月２４日（火）
18：30～20：15

10 0 5 15

・片瀬山市民の家再整備について
・オリ・パラワーキング立ち上げについて

・ふれあいまつりへの参加について

・まちづくり通信３３号について

5
８月２１日（火）
18：30～19：30 10 0 6 16

・片瀬山市民の家再整備について（経過報告）

6
９月２０日（木）
18：30～20：45

16 0 6 22

・片瀬江ノ島駅前広場の整備について

・オリパラワーキングからの報告

・ふれあいまつりのブースについて

7
１０月１６日（火）
18：30～20：00

13 0 5 18

・第１回地区集会の開催について

・新コミュニティ拠点施設検討会議委員の選出について
・片瀬地区ポータルサイトの今後の運用について

・郷土づくり地区間交流会について
・平成３１年度予算について

8
１１月２０日（火）
18：30～20：30 12 0 5 17

・ふれあいまつりの結果について

・第１回地区集会の開催について

9
１２月２０日（木）
14：30～16：30

13 0 7 20

・第１回地区集会について（確認）

・地域課題の提案について
・片瀬地区ポータルサイトのスケジュールについて

10
１月２４日（木）
18：30～20：30 13 0 6 19

・第１回地区集会の開催について（最終確認）
・まちづくり通信34・35号について

11
２月２１日（木）
18：30～21：00 13 1 5 19

・第１回地区集会の振り返り

・まちづくり通信３４・３５号について
・来年度の体制について

12
３月１９日（火）
18：30～

15 0 7 22

・海洋汚染の現状と行政の取り組みについて

・片瀬江ノ島駅前広場の整備（計画変更）について
・まちづくり通信３５号について

「片瀬地区郷土づくり推進会議運営要領」の改正について
・平成３０年度活動報告集（案）について

・来年度の執行体制について

・まちづくり通信３２号について

出席人数
日時回数 主な議題等
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■役員会（12回，延べ 88人出席） 

役員 事務局 合計

1
４月１０日（火）
20：30～21：30

5 3 8

・平成３０年度組織・事業等活動計画について

・第１回地区集会の企画について

・まちづくり通信第３２号について

2
５月１０日（木）
20：40～21：00 3 3 6

・引継ぎ課題の整理について

・平成３０年度新規課題について

3
６月７日（木）
18：30～21：00 5 3 8

・東京オリンピック・パラリンピックへの市民参加について

・まちづくり通信３２号について（最終確認）

4
７月５日（木）
18：30～20：45

6 3 9

・片瀬山市民の家再整備について

・オリ・パラワーキング立ち上げについて

・ふれあいまつりへの参加について

・まちづくり通信３３号について

5
８月７日（火）
18：30～20：10 5 3 8

・藤沢市住宅マスタープランについて（意見交換）

・片瀬山市民の家再整備について（報告）

6
９月４日（火）
19：00～20：30

4 3 7

・東京オリンピック・パラリンピック関連ワーキングから（協議・報告）

・ふれあいまつりのブースについて（協議）

・まちづくり通信３３号について（確認）

7
１０月４日（木）
18：30～19：45

6 3 9

・第１回地区集会の開催について

・青少年健全育成部会から「青少年居場所事業」の今後について

・平成３１年度予算について

・片瀬地区ポータルサイトの今後の運用について

・新コミュニティ拠点施設検討会議委員について

8
１１月６日（火）
18：30～19：30 6 2 8

・「第４１回片瀬地区ふれあいまつり」実施結果について（報告）

・第１回地区集会の開催について（協議）

9
１２月７日（金）
18：30～20：00

4 3 7

・第１回地区集会について（協議）

・委員からの地域課題提案について

・現行ポータルサイトの移行スケジュールについて

10
１月１０日（木）
18：30～19：15 3 2 5

・第１回地区集会の開催について（確認）

・次年度の部会構成等について（協議）

11
２月８日（木）
18：30～20：30 4 2 6

・第１回地区集会の振り返りについて

・今年度の総括および来年度の体制について

12
３月７日（木）
18：30～

4 3 7

・まちづくり通信34・35号について

・今年度の総括について（検討）

・来年度の執行体制について（検討）

・片瀬地区郷土づくり推進会議運営要領」の改正について

回数 日時
出席人数

主な議題等
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地区集会については，片瀬・江の島まちづくり協議会の活動を周知し意見をいただく機

会としてはもちろんのこと，片瀬地区の地域課題を集約できる貴重な場と捉えています。 

また，地区集会の持ち方については，過去の実施例から地域課題や意見を出し易くする

工夫についての検討を重ねてきました。ひとつには，関心のある個別のテーマを取り上げ，

その分野の活動団体，市担当部課職員や関係者にも参加をいただきながら，正しく最新の

情報や実情を踏まえて議論が深められるようなプログラムとすることや，これまで実施し

てきたワークショップのような少人数制の分科会的な要素についても，発言し易く多様な

意見が出易いスタイルとして効果があるものと評価してきました。 

そこで，平成 30年度の地区集会については，地元片瀬・江の島地区で、東京オリンピッ

ク２０２０大会を迎えるにあたり、市担当課職員による大会最新情報の説明や，セーリン

グ競技の面白さを伝え、地元地区の気運醸成を図ることを目的として、セーリング元オリ

ンピック代表を地区集会に招き講演会を実施いたしました。 

 この地区集会でいただいた意見や提案，新たな課題については，しっかりと受けとめ，

まちづくり通信等でその内容をお知らせするとともに，協議会としても意見等の掘り下げ

や課題解決に向けた継続的な活動へと繋いできております。今後も，この地区集会等の機

会や様々なメディアを利用した，地域課題の集約と意見のキャッチボールが大切であると

認識しています。 

 

■地区集会（1回） 

  2019年 2月 1日（金）18:30～20:30，ホール，） 

地域住民等（地域団体・一般参加）22人・委員 13人・市職員 2人・事務局 5人  

計 42人参加 

テーマ 第 1部  片瀬・江の島まちづくり協議会の紹介 

    第 2部  大会概要・ボランティア等の説明 

          ※（説明）東京オリンピック・パラリンピック開催準備室 

    第 3部  ちゃんと知りたい！セーリング＆オリンピック 

          ※（講演）セーリング元オリンピック代表 牧野幸雄氏 

 

 協議会の活動としては，市長等市理事者との意見交換も，市の考え方を知るとともに当

協議会の考え方や地域の意見・課題等実情を伝えていけるとても大切な場と考えています。

平成 30年度については，次のとおり意見交換の場を持ちました。 

 

■市理事者との意見交換会（1回） 

2018年 4月 10日（火）18:30～19:30，第 1談話室，委員 17人・市側 7 人（鈴木市長・

小野副市長・宮治副市長・井出市民自治部長・市民自治推進課職員）・事務局 7人 

(1) 自己紹介・まちづくりへの抱負について 
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２．各部会及び地域課題別検討ワーキングの活動について 

 これまでの組織と事業の整理により，平成 30年度はまちづくり事業 8事業を担う 5部会

により，各事業の推進や関連する地域課題についての検討等活動を行ってきました。 

また，部会の活動分野に該当しない，若しくはひとつの部会だけでは対応が難しい地域

課題については，同様に整理をする中で，平成 30年度は 1つの課題別検討ワーキング・グ

ループにより，取扱いの方向性や対策等についてのワーキングを行ってきました。 

まちづくり事業の推進等の活動状況については「３．まちづくり事業について」に，地

域課題の検討状況については「４．地域課題の検討について」に，それぞれまとめて記載

し，ここでは各部会及び地域課題別検討ワーキングの会議の開催状況について記します。 

 

(1)人材・情報バンクセンター運営委員会 

＜担当事業＞   片瀬地区人材・情報バンクセンター事業 

＜会議開催状況＞ 会議 11回＋講演会 1回 延べ 97人出席 

 

(2)ボランティアセンター運営委員会 

＜担当事業＞   ボランティアセンター事業，まちかど相談事業 

＜会議開催状況＞ 会議 5回＋従事者交流会 1回 延べ 70人出席 

 

(3)青少年健全育成部会 

＜担当事業＞   青少年居場所事業，小学生夏休みふれあい事業，青少年ボランティア

活動支援事業 

＜担当地域課題＞ 小学生の居場所課題 

＜会議開催状況＞ 会議 7回 延べ 57人出席 

 

 

(4)公民館活用部会 

＜担当事業＞   公民館活用事業 

＜会議開催状況＞ 会議 3回 延べ 18人出席 

 

 

(5)郷土文化推進部会 

＜担当事業＞   民俗文化財等継承事業，江の島道の整備事業 

＜会議開催状況＞ 会議 10回＋こま大会 1回，餅つき唄披露 1回 延べ 89人出席 
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(6)オリンピック・パラリンピック関連ワーキング・グループ 

＜担当地域課題＞ 来るべき東京 2020大会に向けて，地域が大会を歓迎し，盛り上げてい

くための方策（アイデア）を検討，提案する。 

＜会議開催状況＞ 会議 4回＋セーリング W杯視察 1回 延べ 23人出席 
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<<事業名>>  片瀬地区人材・情報バンクセンター事業 

 

<担当部会> 人材・情報バンクセンター運営委員会 

 

<事業の概要> 

地域で行われている様々な地域活動情報，人や団体の 

情報などを蓄える「人材・情報バンクセンター(通称：

JJBC)」（平成 24年 3月開設）に専属のコーディネータ

ー３人を配置し，地域でボランティア活動をしたい・

できる団体や人と，ボランティアを求めている団体や

人を「つなぐ」ことや，地域の情報発信，新たな人材

発掘など，地域の人材や情報の拠点として地域活動の

推進を図りました。 

 

<事業の実施状況> 

①地域の情報収集（関係づくり），登録者・情報の蓄積（バンク） 

  コーディネーターが 2名交代したことから，年度当初は業務の引継ぎのほ

か，地域の様々な団体や外部との関係づくりに積極的に取り組み，継続的な

取り組みとして，地域の情報収集・登録団体の増加（情報のバンク）に向け

た活動を行いました。 

 【平成 30年度末の登録実数】139件 

・「できます」登録（ボランティアできるという団体・個人の登録） 

    団体：28件 福祉関係団体による高齢者の支援，障がい者の支援など 

    個人：61件 高齢者の生活支援，話し相手，庭木の手入れ，楽器演奏など 

 ・「おねがい」登録（ボランティアしてほしいという団体・個人の登録） 

    団体：50件 福祉施設，地域活動団体からのボランティア募集 

    個人： 0件  個人からのボランティア依頼に対するコーディネートは現段階 

             では対象としていない(ボランティア団体を紹介するのみ) 

 

 ②相談対応，コーディネート 

  毎週火・金曜日 (午前 10時～午後 3時)に開所し，地域活動に関する相談

への対応，人と団体と情報とを結びつける業務（コーディネート）を進めて

きました。また，より良いコーディネートを行うため，登録情報の一覧化を

行いました。 
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 【開設から平成 30年度末までの対応状況】 

  ・電話又は窓口への来所による相談対応 累計 699件 

   30年度 255件（24年度 39件，25年度 92件，26年度 45件， 

27年度 35件，28年度 52件，29年度 181件） 

  ・上記のうち，コーディネート成立件数 累計 214件 

   30年度 52件（24年度 17件，25年度 41件，26年度 32件，27年度 18件， 

28年度 25件，29年度 29件） 

 

 ③地域情報の発信 

   広報紙の発行，ウェブサイトへの掲載等により，地域活動に関する情報

の発信に取り組んできました。29 年度から取り組んでいる，イベント情報

掲示板について，ウェブサイトにも同時に情報を掲載するなど，情報発信

の拡充に取り組んでいます。 

 【情報発信の状況】 

  ・ボランティア通信「らぶらぶ片瀬」の発行：年 3回発行 

   （片瀬地区の全約 8,000世帯へ各戸配付） 

 

 

 

 

 

 

 

       事業予告や事業報告をご紹介  裏面にボランティア情報を掲載 

 

  ・片瀬地区ポータルサイトの更新：随時 

（地域団体の活動も取材し，地域全体の情報を 

随時更新しています） 

 

   

・地域イベント情報掲示板への掲示：随時 

   （各種イベントのチラシを片瀬市民センター 

しおさいコーナーにて掲示しています） 
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④活動参加へのきっかけ作り 

   地域住民を対象とした講演会など，地域ボランティア活動へ参加しても

らうきっかけとなるイベントを実施しました。 

ボランティア講演会 

テーマ 個人情報保護講座 

日 時 2月 23日（土）10:00～12:00 片瀬市民センター2階ホール 

講 師 会田和弘氏（認定NPO法人イーパーツ常任理事・事務局長） 

概 要 地域活動やサークル活動を運営する方々やそこに参加する方々

の個人情報の取り扱いについて，個人情報保護法の改訂（平成

29 年 5 月）内容を含めて理解を高めるものです。個人情報保護

法に対して，どうしなければいけないのか？違反したらどうな

るのか？などについて地域の皆さまに学んでいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          講演会の様子        講師：会田和弘氏 

 

<事業の評価・予算> 

目標値 130件 → 実績値 139件（※平成 30年度末時点） 

※活動指標 登録件数 

予算額 1,652,000円（委託料）→ 執行額 1,652,000円（執行率 100%） 

 

<事業の今後の方向性> 

平成 31 年度は地域団体等の関係づくりと情報収集に力点を置き，地域の課

題解決の一助となる活動を目指します。また，積極的な情報発信に努めて行き

ます。 
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<<事業名>>  ボランティアセンター事業 

 

<担当部会> ボランティアセンター運営委員会 

 

<事業の概要> 

 人と人とのつながりを拡げ，支え合う地域の実現を図ることを目的に，片

瀬・江の島地域の福祉活動の拠点として，赤ちゃんからお年寄りまで誰もが気

軽に立ち寄れる居場所「片瀬地区ボランティアセンター（愛称 ひだまり片

瀬）」（平成 22年 1月開設）の充実に向けた取組を実施しました。 

 

 <事業の実施状況> 

 ○「居場所・ひだまり」の実施 

  ＊誰でも気軽に立ち寄れる居場所として，毎週月曜 

日～金曜日の 10～15時に開催してきました。 

（平成 31年 3月末時点 237日間開催，利用者延べ 2,501人） 

 

 ○「かたせ・にこにこ広場」の実施 

  ＊幼児と保護者のフリースペースとして，毎月第 1を除く木曜日 10～15時に開催して

きました。(平成 31年 3月末時点 41日間開催，利用者延べ 1,103人。他に，絵本の

読み聞かせ等イベントを 3回開催，利用者延べ 153人） 

＊よちよち前までの赤ちゃんと保護者や妊婦さんも対象に，「ねんねの赤ちゃんの日」

（平成 25 年 5 月から開始）を毎月第 3 木曜日 10～11 時 30 分に開催しました。（平

成 31年 3月末時点 8回開催，利用者延べ 205人) 

  ＊「出張にこにこ広場」として，片瀬中学校や西浜公園などに出向き，新たなふれあ

いスペースの創出に取り組んできました。（平成 31年 3月末時点 4回，利用者延べ

65人） 

 

 

 

 

 

 

 

    

「にこにこ保育講座」        「出張にこにこ広場」クリスマス会 
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○機関紙「ひだまり片瀬通信」の発行について ※平成 25年度～実施 

＊平成 30年度は夏号(7月) 及び 

春号(3月)を発行し，にこにこ 

広場等各種事業やミニ講座の予 

定などについてご紹介してきま 

した。 

 

 

 

 ○「従事者交流会」の実施 

＊ひだまり片瀬に従事するボランティアスタッフの交流会を実施いたしました。 

2019年 3月 20日（水）10:00～12:00 

市民センター・ホール 

（写真は昨年度の様子） 

 

 

 

<事業の評価・予算> 

目標値 2,000人 → 平成 30年度実績値 2,283人（※平成 31年 3月末時点） 

※活動指標 居場所ひだまり利用者数（年間） 

予算 まちづくり事業 0円 ※市の地区ボランティアセンター運営費助成金で運営 

 

<事業の今後の方向性> 

 ○今後も継続して事業に取り組み，赤ちゃんから高齢者までが気軽にふれあ

える居場所づくりを進めていきます。また，高齢者がさらに利用しやすく

なるよう，様々な工夫を検討してまいります。 

 市の「地域の縁側（交流スペース）事業」の指定を受けています！ 

平成 26 年 10 月 1 日，住民同士のつながりや絆を大切にしながら人の和を広げ，互いの

暮らしを協力して支え合う仕組みとして藤沢市の「地域の縁側」事業がスタートするとき

に，ひだまり片瀬はモデル事業として市から指定を受けました。この指定に伴い，ＡＥＤ

の設置や「いきいきパートナー事業」の受入施設としても認定され，見守りボランティア

のスタッフに対してポイントが付与されるなど，ひだまり片瀬の運営について一層の充実

を図ることができるようになりました。 
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<<事業名>>  まちかど相談事業 

 

<担当部会> ボランティアセンター運営委員会 

        

<事業の概要> 

 子育て・思春期・老後・介護などに関する相談を行政窓口より身近な地域の

居場所を活用し，地域包括支援センター・在宅介護支援センター・地域ボラン

ティア・専門資格を持つ臨床心理士等の連携によって実施しました。 

<事業の実施状況> 

○活 動 場 所 ･･･＊ 片瀬地区ボランティアセンター「ひだまり片瀬」 

 ○子育て相談 ･･･＊ 第 1 除く木曜日，臨床心理士による乳幼児から思春期

までの子育てに関する相談を実施しました。（平成 31 年 3 月末時点相談件

数 48件） 

 ○高齢者相談 ･･･＊ 毎週水曜日，鵠生園在宅介護

支援センター，藤沢市片瀬地域包括支援センター

の相談員による介護保険制度や日常生活・健康な

どに関する相談を実施しました。（平成 31 年 3 月

末時点相談件数 137件） 

＊毎月第３水曜日には，上記相談事業に併せて，

鵠生園在宅介護支援センター，藤沢市片瀬地域包括支援

センターの相談員による健康法についての話や体操な

ど様々な内容のミニ講座を実施しました。（平成 31 年 3

月末時点参加者 137人） 

○成年後見相談･･･＊ 毎月第 2 月曜日，社会福祉士によ   

り，判断力に難しさがある方についての相談を実施しま

した。（平成 31年 3月末時点相談件数 12件） 

<事業の評価・予算> 

目標相談件数 100件 → 実績件数 111件（※平成 31年 3月末時点） 

予算額 196,000円(補助金) → 執行額 185,500円（執行率 94.6%） 

内訳：臨床心理士(子育て相談員)への謝礼 

  

<事業の今後の方向性> 

 ○今後も身近な相談場所として多くの方々に利用してもらえるようＰＲを行

いながら，継続して事業を進めていきます。 
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<<事業名>>  青少年居場所事業 

 

<担当部会> 青少年健全育成部会（片瀬地区青少年居場所事業運営委員会） 

 

<事業の概要> 

青少年サポーター養成講座を受講したサポーターが，片瀬しおさいセンター（片瀬

公民館分館）のふれあいルーム（オープンスペース）に立ち寄る青少年への見守り・

声かけを通しながら思春期の青少年と関わる居場所事業を実施し，次世代育成と地

域コミュニティづくりを進めてきました。 

<事業の実施状況> 

毎週火曜日か金曜日，17時から 21時に活動しました。 

（偶数月は金曜、奇数月は火曜に実施。ただし、原則週１回の開催。） 

 

<事業の評価・予算> 

目標値 52回 → 実績値 48回 

※活動指標 居場所開催回数（年間）      

予算額 408,000円（謝礼等）→ 執行額 287,988円 

<事業の今後の方向性> 

  2019年(平成 31年)3月 31日をもって活動終了となりました。 

（青少年健全育成部会は、今後も引き続き青少年居場所づくりを検討する予定） 

理由 

① 現在、しおさいセンターふれあいルームの中高生利用が少なくなったこと。 

② 夜間利用している中高生も、自習等勉強を行っている子がほとんどで、サ

ポーターによる声掛けがあまり必要なくなったこと。 

③ ふれあいルームにモニターが３台設置され、また、夜間警備員が常時２人

体制となり館内パトロール活動を随時行っているため、公民館の夜間の安

全が担保されたこと。 

片瀬しおさいセンターふれあいルームにある

書籍は青少年健全育成部会所有として次年

度も引き続き利用可能 
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<<事業名>>  小学生ふれあい事業 

 

<担当部会> 青少年健全育成部会  

 

<事業の概要> 

小学生の居場所課題（子どもの放課後の居場所について）とあわせて、過去

の活動検証を行いました。 

 

 

１．小学生ふれあい事業 

今年度は、「事業に独自性を持たせるべき」という昨年度からの課題

に基づき、今までの活動の検証を行いました。片瀬地区では青少年に

関する活動は青少年育成協力会・青少年支援フォーラムなどの地域団

体や公民館等で様々な事業を行っており、「本部会の『ふれあい事業』

の内容は、既存団体がすでに実施している事業と類似している。」とい

った意見を踏まえ、今後は公民館事業や既存の地域団体事業とは異な

る、独自性をもち、かつ青少年が本当に必要としている事業を様々な

関係団体と意見交換を行いながら、引き続き検証していく事となりま

した。 

（小学生の居場所課題） 

    ※ 過去経過等詳細に関しては地域課題「小学生の居場所課題」参照 

過去の地区集会で取り上げられた「放課後居場所課題」に関して、  

部会でもふれあい事業と併せて様々な場所の活用を検討しましたが、本

部会としては「運営型施設」を持続可能な活動として新たに実施するこ

とは、「ハード面・人材面からも困難である。」と結論づけ、部会として

この課題をいったん休止することとし、次年度は「小学生ふれあい事業」

単独で検証を行うこととしました。 

ただし、部会でもこの課題の重要性は認識しており、次年度以降も引

き続き、注視していきたいと考えております。 

 

 

予算額 406,000円（謝礼等）→ 執行額 287,988円（執行率 70.9%） 
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<<事業名>>  公民館活用事業 

 

<担当部会> 公民館活用部会 

 

<事業の概要> 

当部会では，市設置の公民館評議員会が公民館の運営・事業について意見や

評価等を行うことに対して，公民館活用における課題を把握・検討し，行政へ

の提言，まちづくりとしての事業企画等を検討しました。 

 

<事業の実施状況> 

公民館の更なる利便性の向上を図るため，現在の公民館利用や使い勝手に関

する課題がないか検討を行いました。年間計３回の部会を開催し意見の交換を

行いました。 

◎公民館の利用上の課題検討 

 公民館の利用上の課題について、利用の現状やサークルの会員募集情報の発

信方法など公民館運営推進員にも意見を聞きながら部会として検討を行う課題

を模索し意見の交換を行いました。 

◎しおさいセンターふれあいルームの照明について 

 夜間の照明常時点灯について現状を確認し、実施の可否や必要性について検

討を行いました。 

◎その他 

・平成２９年度インターネット抽選を含めた将来的な公民館の会場申請のあり

方についての検討会等の設置について，市関係課に対して要望を行いました。

これを受けて市生涯学習総務課が平成３１年３月に公民館の抽選会に関する

アンケート調査を開始したことを報告しました。（アンケート調査は平成３１

年５月まで実施中） 

 

<事業の評価・予算> 

目標値 設定無し → 実績 上記実施状況のとおり， 予算 無し 

 

<事業の今後の方向性> 

今後も，公民館活用における課題の把握・検討，行政への提言，片瀬・江の

島まちづくり協議会としての事業企画・実施等を検討します。 
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<<事業名>>  緑と花いっぱい推進活動事業 

 

<担当部会>  

 

<事業の概要> 

 全国でも有数の観光地である片瀬・江の島地域としてふさわしい景観確保等

のため，地域ボランティアを募り，花植え・草取りを定期的に実施する体制を

築きました。 

 

<事業の実施状況> 

 江の島弁天橋において年 2回（6月,11月頃）の花の植替え，定期的な水遣り，

草取りを行っている「弁天橋花いっぱい愛好会」に対して，活動の支援を行い

ました。花の植え替え・維持管理には「片瀬地区子ども会連絡会」「江の島・藤

沢ガイドクラブ」も参加し，世代を超えた地域内の取組となっています。 

 また，愛好会の活動が，環境美化活動への功労として藤沢市生活環境連絡協

議会の市民大会において，表彰されました。 

 

<事業の評価・予算> 

目標値 100㎡ → 実績値 120㎡ ※活動指標 花植え活動等実施面積（累計） 

予算額 40,000円（苗等消耗品費）→ 執行額 35,769円（執行率 89.4%） 

予算額 12,000円（上水道代）→ 執行額 9,198円（執行率 76.7%） 

 

<事業の今後の方向性> 

 「弁天橋花いっぱい愛好会」が創立から 10年経過し，活動が外部から評価さ

れる一方，会員の新規加入の伸び悩みがみられるといった課題があります。今

後の方向性については，愛好会の意向を尊重すると共に，引き続き，活動に必

要な支援を実施して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

春の植替えの様子         枯れた花を取り除く様子 
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<<事業名>>  民俗文化財等継承事業 

 

<担当部会> 郷土文化推進部会 

 

<事業の概要> 

市無形民俗文化財に指定されている「片瀬餅つき唄」や伝統を誇る「片瀬こ

ま」，その他，片瀬地区にゆかりのある文化財の継承・発展を支援しました。 

 

<事業の実施状況> 

○片瀬餅つき唄保存会の活動を支援し，8 月 26 日の諏訪神社例大祭，10 月 28

日のふれあいまつりにおいて披露しました。 

○片瀬こま保存会の活動を支援し，10月 28日にはふれあいまつりにおいて体験

会を実施したほか，こま大会を 3月 2日には片瀬漁港で実施しました。この他，

市内小学校等で片瀬こまの体験授業を実施しました。また，大島町の協力を得

て，保存会が伊豆大島に片瀬こま工房を開設しました。 

 

 

 

 

 

 

   

 

（片瀬餅つき唄の披露）        （片瀬こま大会） 

 

<事業の評価・予算> 

既存のものが消耗していること，大会や体験会を効率よく行うために，片瀬

こまの対戦台を購入しました。 

予算額 21,600円（消耗品費）→ 執行額 21,600円（執行率 100％） 

 

<事業の今後の方向性> 

 片瀬地区にゆかりのある文化財の継承・発展のために活動支援をしていきま

す。 
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<<事業名>>  江の島道の整備事業 

 

<担当部会> 郷土文化推進部会 

 

<事業の概要> 

旧江の島道を歴史探訪の道として整備を進めてきました。 

 

<事業の実施状況> 

【平成 29年度までの実施状況】 

片瀬小学校前の道祖神及び杉山検校道標，旧郵便局前の杉山検校道標，市民

センター向かいの西行戻り松道標，片瀬３丁目まちかど公園内に一遍上人の踊

り念仏の様子を描いた絵巻物看板設置，常蓮橋たもと庚申塔，片小前の杉山検

校道標，大源太公園内に杉山検校道標の計８ヶ所を整備，必要に応じた修繕を

実施しました。 

【平成 30年度の実施状況】 

旧郵便局前の杉山検校道標の背後にある竹垣が経年劣化したため，強化プラ

スチック製の竹垣に付け替える工事を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<事業の評価・予算> 

目標値 15箇所 → 実績値 8箇所 ※活動指標 史跡の整備箇所数（累積） 

予算額 184,000円（施設修繕費）→ 執行額 183,600円（執行率 99.8％） 

 

<事業の今後の方向性> 

整備に関しては一定程度完了したため，今後は他団体と協力体制を築きなが

ら，江の島道の有効活用，新しい整備事業の方向性の検討を進めます。 

〈施工前〉 〈施工後〉 
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４．地域課題の検討について 

 

<<地域課題>>  小学生の居場所課題 

 

<担当部会> 青少年健全育成部会  

 

<課題の概要と経緯> 

平成 26 年度第 2 回地区集会のワークショップにおいて公民館の活用につい

ての意見交換を行う中で，子どもたち，特に小学生の居場所についての課題が

浮き彫りになりました。そこで，協議会では地域の課題として位置づけ，課題

の担い手や取り扱いの方向性について検討を行ってきました。 

【平成 26年度】 

  片瀬しおさいセンターで起きた器物破損問題については，市が実態把握を

し管理体制を強化しましたが，これはゲーム機や食べ物の持ち込みをできな

い施設が多くなり，多数の小学生が公民館のオープンスペースに集まるよう

になったことによる利用マナーの問題であり，市と学校が相談し，学校は今

後も児童に注意をし，市はルールに基づく対応をするこことしました。 

協議会としては，青少年関連の団体選出委員により，学校関係者や PTAを含

めた話し合いから始め，実情の把握と地域団体の関わり等を検討した。 

①1月 7日（火）子ども居場所課題の整理（波多・三觜・長坂各委員） 

②1月 13日（火）PTAの意見聴取（青少年育成協力会企画会） 

③1月 21日（水）今後の進め方について（青少年健全育成部会） 

  ④3月 6日（金） 小学生の放課後の過ごし方の現状把握と情報交換 

出席 28 人（委員 3，片小教頭，児童クラブ 2，片瀬学園，子どもの家 5，

青少協 2，片子連 5，片小 PTA3，事務局 3） 

  ⑤3月 17日（火）情報交換会のまとめと今後の進め方について（部会） 

  以上の検討を踏まえ，青少年健全育成部会が窓口となり，関係者と情報共

有する場を継続して設けていくとともに，現状の子どもの様子を直接見るな

どで把握しながら検討を進めていくこととしました。 

【平成 27年度】 

  しおさいセンターふれあいルームを見学し，実態を把握したうえで，対策

を検討しました。その結果，片瀬小学校とも相談をしながら，公民館利用マ

ナーに関するポスターを小学校で募集依頼し，作品をふれあいルームに掲示

しました。中学校にも校長をはじめとする巡回等のご協力により，公民館の
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利用については落ち着きを取り戻してきました。 

  また，平成 27年度第 1回地区集会のメインテーマとし，市長を迎えて地域

の皆さんとの意見交換の場としました。いただいたご意見を踏まえ，片瀬地

区の子どもたちの居場所や放課後対策等について，部会として継続検討して

いくこととしました。 

【平成 28年度】 

片瀬小学校の児童・保護者の皆様にご協力いただき，小学生の下校後の遊び

場に関するアンケートを実施しました。その後，10月に開催した平成28年度第

2回地区集会にて，アンケート結果も踏まえて市長・関係課との意見交換会を

実施しました。 

部会ではこれらの結果を受けて，視察や研究を行い，「子どもの放課後の居

場所について」と「ボール遊びができる場のあり方について」の二つを検討課

題とし，検討を進めていくこととしました。 

【平成 29年度】 

［子どもの放課後の居場所について］ 

 ニーズの再調査をするため，浪合市民の家や片瀬しおさいセンターを利用し

ての検証事業等について検討をしました。また，子どもが集うという部分で共

通点がある「小学生ふれあい事業」と併せた形で研究を進めることとしました。 

［ボール遊びができる場のあり方について］ 

ボール遊びができる場の情報を周知するため，片瀬小学校にご協力いただき，

第1・3・5土曜日（午前中）の校庭開放について，「片瀬小だより」への掲載

及び看板を設置していただきました。公園や緑の広場でのボール遊びについて

は，前年度の視察結果や市担当課からの聞き取り結果を基に検討を行いました

が，必要な協力者の確保やハード整備等の点から，実現は困難であるとの結論

となりました。 

 

<課題の検討状況> 

【平成 30年度】 

［子どもの放課後の居場所について］ 

  「片瀬地区に新たな小学生の放課後の居場所を作りたい」との地域の声を取

り上げ、27年から居場所の在り方や具体的姿などを検討してまいりました。 

基本的には公共施設の活用を前提として検討しました。検討結果は下記のと

おりです。 

・居場所を希望している地区に適当な広さの公共施設がない。 

・居場所で見守る人材を確保することが難しい、等の課題があり、持続可能な 

「運営型施設」を新たに作ることは難しいため、この議題をいったん休止す
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ることとしました。 

［ボール遊びができる場のあり方について］ 

 片瀬小学校校庭開放日をお知らせし、地域の皆さんに周知いたしました。 

 

<今後の方向性> 

 平成 30年度の検討において、上記 2点の検討課題は可能な限りの検討を行い 

ましたが取り得る実現可能な成果を達成することができなかったため、今年度

をもって検討を終了することとしました。 

 

<<地域課題>>  郷土魅力の検討課題 

 

<担当部会> 郷土文化推進部会 

 

<課題の概要と経緯> 

2020 東京大会のセーリング競技会場となる地元地域として，この機会に郷

土の魅力や特色を棚卸して来訪者や転入者も含めた次世代への継承に関わる

事業を実施することにより，地域活性や新たなコミュニティの醸成につながる

と考え，郷土魅力等継承課題として地域課題に位置づけ，担い手や手法を検討

していくものです。 
【平成 27年度】 

2016 年 2 月 27 日（土）に開催しました，平成 27 年度第 2 回地区集会にて

「400年の蔵出しワークショップ 片瀬・江の島マニア大集合！郷土魅力をと

ことん語り合おう」と題し，郷土魅力をとことん話し合うための，小グループ

のワークショップを実施しました（74人参加）。 

【平成 28年度】 

2016 年 3 月～10 月全体会にて，ワークショップでの意見や情報の整理及び

取り扱いの方向性を検討した結果，担い手として課題別検討 WG を新設し，各

部会からメンバーを選出して具体的な検討を進めることとしました。 

【平成 29年度】 

片瀬の歴史を含めた魅力の発掘・収集、そして継承という観点で、各委員が

具体的なアイデアを出しながら課題に対する検討を進め、①片瀬江の島の風物

を収集・整理すること、②オリンピックに向けた五頭竜ページェントの復活と

いう二つの方向性をまとめました。 

これら二つの方向性について具体的にどのように進めるかを検討する中で、

①の片瀬の風物誌については、子どもが昔のことを知る方々にインタビューす
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るという形式で風物を収集するという案が出ましたが、子どもが面識のない高

齢者にインタビューすることは難しく、学校や大人のサポートが相当必要であ

り、実現可能性が低いという結論に至りました。 

②については、片瀬の魅力をアピールする目的でふれあいまつりに五頭竜伝

説の紹介ブースを設置することを検討しました。その過程で，公民館の倉庫か

ら昭和 14年、57年の記録映像が見つかり，ＤＶＤに復元することができまし

た。また，地域の方々のご協力により当時の新聞記事や写真等をお借りするこ

ともできました。ふれあいまつりでは、映像の上映及び解説、資料の展示を委

員により実施し、懐かしい映像や貴重な資料を公開することができ、非常に好

評でした。 

また、並行してページェント復活の検討もしましたが、オリンピックに向け

て誰がどうやって開催するのか、膨大な予算も必要なため、官民を挙げた強力

な推進組織がなければ実現不可能でないか、ページェントを実現できたとして

地元住民にどんなメリットがあるのか、との疑問が呈され、課題検討ワーキン

グの範疇を超えているとの指摘がありました。 

過去に五頭竜ページェントやパレードが行われたことは、片瀬江の島地区と

して最も重要な風物誌の一つで、これまで埋もれていた貴重な資料を発掘する

こともできたので、ワーキングの活動としては、単なる課題検討に留まらず一

定の実践まで実現したと総括いたしました。そして、その成果をふれあいまつ

りで発表したことをもって、ワーキングの活動は終了といたしました。 

 

<課題の検討状況> 

【平成 30年度】 

ワーキングとしての活動は終了しましたが，課題については引き続き検討す

る必要があるとの協議会の判断のもと，郷土文化推進部会が本課題について取

り組むこととなりました。 

課題の解決に向けて部会内で検討したところ，平成 27 年度に行われた地区

集会やワーキングで挙げられた郷土魅力を共通項ごとに類型化し，そのうえで

それぞれの郷土魅力を分類していき，類型ごとに継承等を行っていく方法を検

討することとしました。 

郷土魅力の分類作業は終了し，郷土魅力の絞り込みを行っていく作業を行っ

ています。 

 

<今後の方向性> 

絞り込み作業の結果残った，類型化された郷土魅力をどのようにして継承等

を進めていくか，具体的な手法等の検討を進めていく予定です。 
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<<地域課題>>  オリンピック・パラリンピック関連課題 

 

<担当部会> オリンピック・パラリンピック関連ワーキング 

 

<課題の概要と経緯> 

東京 2020 大会のセーリング競技会場となる地元地域の協議会として，取り

組む必要がある課題であると委員全体で認識しました。役員会・全体会で取り

扱うには議論が必要な課題であるため，新たにワーキングを立ち上げて検討す

ることにしました。委員は各部会から 1名ずつ選出され，ワーキングを構成し

ています。 

◎メンバー（5 人） JJBC･中川委員，ボラセン･澁谷晴子委員（座長），青少

年･德江委員，公民館･澁谷宏美委員，郷土･秋岡委員 

【平成 30年度】 

8 月からワーキングを開始し，東京 2020 大会に向けた地元の盛り上がりを

演出する，すなわち，機運醸成を主たる目的と設定しました。 

9月にはセーリングのワールドカップ会場視察を行いました。国際大会の雰

囲気，会場で活動するボランティアの様子等を見ることで，ワーキングとして

活動する上での材料集めとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

セーリングワールドカップ視察の様子 

 

10 月のワーキングでは，過去の検討や視察を踏まえて，セーリングの面白

さや国際大会の雰囲気を知ることが，機運醸成につながるのでは，と考えまし

た。そして，それらをテーマとした地区集会の開催を役員会・全体会に提案す

ることとし，2月に，セーリング元オリンピアン牧野幸雄氏をお招きしての地

区集会を開催することができました。 
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まちづくり地区集会の様子（講師はセーリング元オリンピアンの牧野幸雄氏） 

 

＜今後の方向性＞ 

  次年度に向けては，東京オリンピック・パラリンピック開催準備室に地元，

特に小中学生等の若年層向け，の機運醸成を目的としたイベントを提案でき

ないか，といった議論を進めます。 



 

参考資料 



（敬称略，順不同） 2018年（平成30年）6月21日

№ 役職 氏　　名 選出母体等

1 会　長 畠山　義昭 片瀬地区自治町内会連絡協議会

2 副会長
人材・情報バンクセンター運営委員長

川嶋　名津子 公募

3 副会長
ボランティアセンター運営委員会会長

澁谷　晴子 片瀬地区社会福祉協議会

4 副会長
青少年健全育成部会長

三觜　由見子 片瀬地区青少年育成協力会

5 副会長
公民館活用部会長

浜野  康一 片瀬市民スポーツの会

6 副会長
郷土文化推進部会長

甘粕　寿一 片瀬地区自主防災協議会

7 森田　博夫 片瀬地区交通安全対策協議会

8 吉見　美江 片瀬地区子ども会連絡会

9 村越　てる美 片瀬地区生活環境協議会

10 德江　紀子 片瀬地区青少年支援フォーラム

11 大舘　奈緒美 片瀬地区民生委員児童委員協議会

12 高木　誠四郎 片瀬地区防犯協会

13 依藤　光雄 片瀬地区老人クラブ連合会

14 　 秋岡　伸一 江の島振興連絡協議会

15 岩田　剛 片瀬地区商店会

16 中川　翼 公募

17 高野　由美子 公募

18 澁谷　宏美 公募

19 永由　勝 公募

20 笹岡　正之 公募

片瀬・江の島まちづくり協議会（片瀬地区郷土づくり推進会議）

平成３０年度　委員名簿



藤沢市郷土づくり推進会議設置要綱  

 

(目的及び設置) 

第１条 市民，地域団体（地縁団体，市民活動団体，特定非営利活動法人等をい

う。以下同じ。）等の市民参画により，地域の特性を生かした郷土愛あふれる

まちづくりを推進するため，市民センター又は公民館の管轄する区域（以下「地

区」という。）ごとに，藤沢市郷土づくり推進会議（以下「推進会議」という。）

を設置する。 

(名称) 

第２条 各地区の推進会議の名称は，郷土づくり推進会議に各地区の名称を冠し

たものとする。 

２ 地区ごとに推進会議の通称を付けることができるものとし，各地区の推進会

議の決定に基づき市長が別に定める。 

(所掌事務) 

第３条 推進会議は，次に掲げる事項を処理する。 

(1) 市民，地域団体等の地域の意見を集約しながら地域の課題を把握し，課題

解決に向けた方向性を検討すること。 

(2) 前号による検討の結果に基づき，市長に対し提案を行うとともに，必要な

意見若しくは要望を提出し，又は施策の提言を行うこと。 

(3) 第１号による検討の結果に基づき，地域の特性を生かした事業を企画及び

実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，第１条の目的を達成するため，市長又は推進

会議が必要があると認める事項 

(組織) 

第４条 推進会議は，３０人以内の委員で組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，推進会議が必要があると認めるときは，

同項に定める人数を超えた人数の委員で推進会議を組織することができる。 

(委員) 

第５条 委員は，次に掲げる者に該当する者のうちから，市長が選出し，委嘱す

る。 

 (1) 当該推進会議が設置された地区内に居住する者（この市の常勤の職員又は



議員である者を除く。）で，各地区の委員選考委員会が選考した者 

(2) 当該推進会議が設置された地区内において活動する地域団体から推薦さ

れた者 

２ 前項各号の者のうちから市長が選出する委員の人数は，各地区の推進会議の

決定に基づき市長が別に定める。 

３ 委員は，無報酬とする。 

４ 委員が，第３条各号に規定する事項を処理するための活動に当たり，当該委

員の嘱する推進会議の地区外に移動し活動するときは，旅費を支給する。 

５ 前項の旅費の額及び支給方法は，藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭

和３１年藤沢市条例第３６号）第１条第１７号に掲げる者の取扱に準ずる。 

(委員の任期) 

第６条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 前条第１項第１号に規定する委員は，再任されることができる回数を１回と

する。 

４ 市長は，必要があると認めるときは，前項に規定する回数を別に定めること

ができる。 

(役員等) 

第７条 推進会議に議長１人のほか，副議長若干人及びその他の役員若干人を置

き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 副議長及びその他の役員の人数は，各地区の推進会議の決定に基づき市長が

別に定める。 
３ 議長及び副議長の任期は，当該委員の任期内において，各地区の推進会議で

定めることができる。 

４ 議長は，会務を総理し，推進会議を代表する。 

５ 副議長は，議長を補佐し，議長に事故あるとき，又は議長が欠けたときは，

その職務を代理する。この場合において，副議長が２人以上存するときは，あ

らかじめ副議長のうちから議長が指名する者が職務を代理する。 

(会議) 

第８条 推進会議は，議長が招集する。 



２ 推進会議は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，議決をすること

ができない。 

３ 推進会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

４ 議長は，会議の運営上必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出

席させ，説明又は助言，資料の提出及びその他の協力を求めることができる。 

(会議の公開) 

第９条 推進会議は，その会議を公開するものとする。ただし，次の各号のいず

れかに該当する場合は，この限りでない。 

 (1) 会議の内容が市長が別に定める非公開情報に係るものである場合 

 (2) 会議を公開することにより，当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずる

と認められる場合 

(議事録の作成) 

第１０条 推進会議は，会議を開催したときは，次の事項を記載した議事録を作

成するものとする。ただし，軽易なものについては，この限りでない。 

 (1) 会議を開催した日時及び場所 

 (2) 委員の現在数及び出席した委員の数 

 (3) 開催目的，審議事項及び議決事項 

 (4) 議事の経過の概要及びその結果 

(部会) 

第１１条 推進会議には，必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は，委員及び推進会議に協力する者等で構成する。 

（市長の責務） 

第１２条 市長は，第１条に掲げる目的を達成するため，推進会議に対し，次の

各号に掲げる支援その他の必要な措置を講じるものとする。 

(1) 市長は，推進会議が第３条各号に規定する所掌事務を行うに当たり，推進

会議が市民，地域団体等と十分な連携及び協働並びに調整が図られるよう積

極的に努めなければならない。 

(2) 市長は，推進会議から第３条第２号の規定による提案，意見若しくは要望

の提出又は施策の提言があったときは，十分な検討を行い，必要に応じて市

の施策に反映するものとする。 



(3) 市長は，推進会議による第３条第３号の事業の企画及び実施に要する経費

の予算化に努めるものとする。 

(4) 市長は，推進会議に対し，必要な情報の提供を行うものとする。 

(事務局) 

第１３条 推進会議の事務を処理するため，推進会議に事務局を置く。 

２ 事務局は，当該推進会議が設置された地区を管轄する市民センター又は公民

館とする。 

３ 事務局は，第３条各号に規定する推進会議の所掌事務について，委員と連携

し，協働して取り組まなければならない。 

(委任) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，推進会議に関し必要な事項は，各地区

の推進会議の決定に基づき市長が地区ごとに要領で定める。 

附 則 

１ この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の規定により最初に委嘱される委員は，第５条第１項の規定にかか

わらず，この要綱の施行の前日において現にこの市の市長の認定を受けている

地域経営会議委員のうちから市長が委嘱する。 

３ 前項の規定により委嘱される委員の任期は，第６条第１項本文の規定にかか

わらず，委嘱の日から平成２６年３月３１日までとする。 

附 則 

 この要綱は，平成２８年９月１日から施行し，平成２８年４月１日から適用す 

る。 

附 則 

 この要綱は，平成２９年１２月８日から施行する。 
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片瀬地区郷土づくり推進会議運営要領 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は，藤沢市郷土づくり推進会議設置要綱（平成２５年４月１日

施行，以下「要綱」という。）の規定により設置された片瀬地区郷土づくり推

進会議（以下「推進会議」という。）の運営について必要な事項を定めるもの

とする。 

(通称) 

第２条 推進会議の通称は，「片瀬・江の島まちづくり協議会」とする。 

(意見の集約) 

第３条 推進会議は，要綱第３条第１号の意見の集約を行う場合には，次の各号

に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 

 (1) 地区全体集会 

 (2) アンケート 

 (3) 前２号に掲げる方法のほか，片瀬地区の実状に即し，推進会議が適当であ

ると認める方法 

(組織) 

第４条 推進会議は，次に掲げる区分に応じた委員で組織する。 

 (1) 片瀬地区内に居住する者（この市の常勤の職員又は議員である者を除く。）

で，第１２条の選考委員会が選考した者 

 (2) 片瀬地区内において活動する別表に掲げる地域団体等から推薦された者 

(委員の任期) 

第５条 前条第１号により選考された者については，要綱第６条第３項の規定に

より再任されることのできる回数を１回に限る。 

(役員等) 

第６条 推進会議に会長１人のほか，副会長若干人（以下「役員等」という。）

を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し，推進会議を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，

あらかじめ副会長のうちから会長が指名する者がその職務を代理する。 

 (会議) 
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第７条 推進会議は，次の各号に掲げる会議を開催する。 

(1) 会長が委員を招集して全体会を開催し，推進会議の全体活動に関する会議

を行う。 

(2) 会長が役員等を招集して役員会を開催し，推進会議の運営に関する会議を

行う。 

(3) 部会長が部会構成員を招集して部会を開催し，部会の活動に関する会議を

行う。 

 (会議の公開) 

第８条 会議の公開及び傍聴等に関して必要な事項は，推進会議の決定に基づき

市長が別に定める。 

(議事録の作成) 

第９条 議事録は，推進会議の決定に基づき市長が別に定める期間公表するもの

とする。 

(部会等) 

第１０条 推進会議に次の部会を置き，委員及び推進会議に協力する者等のうち

から推進会議が選任する者（以下「部会構成員」という。）で構成する。 

  (1) 人材・情報バンクセンター運営委員会 

  (2) ボランティアセンター運営委員会 

  (3) 青少年健全育成部会 

  (4) 公民館活用部会 

 (5) まちづくり推進部会 

  (6) 郷土文化推進部会 

２ 部会に部会長１人のほか，副部会長を若干人置く。 

３ 部会長は部会構成員のうち，委員の互選によりこれを定め，副部会長は部会

長が指名する。 

４ 部会長は，部会会務を総理し，部会を代表する。 

５ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故あるとき，又は部会長が欠けた

ときは，その職務を代理する。 

６ 部会長は，部会の運営上必要があると認めるときは，部会の構成員以外の者

を会議に出席させ，説明又は助言，資料の提出及びその他の協力を求めること

ができる。 
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(事務局) 

第１１条 推進会議の事務局は，片瀬市民センターとする。 

(委員選考委員会) 

第１２条 市長は，現に委員である者の任期が満了する３月前までに，会長並び

に委員及び委員以外の者のうちから推進会議が選任する者によって構成する

委員選考委員会（以下「選考委員会」という。）を設置しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，選考委員会，委員の募集及び選考に関して必要な

事項は，推進会議の決定に基づき市長が別に定める。 

(委任) 

第１３条 この要領に定めるもののほか，推進会議の運営に関し必要な事項は，

推進会議の決定に基づき市長が別に定める。 

附 則 

 この要領は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成３０年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

番号 地 域 団 体 等 の 名 称 

１ 片瀬公民館評議員会 

２ 片瀬公民館サークル連絡会 

３ 片瀬市民スポーツの会 

４ 片瀬地区交通安全対策協議会 

５ 片瀬地区子ども会連絡会 

６ 片瀬地区社会福祉協議会 

７ 片瀬地区自主防災協議会 

８ 片瀬地区自治町内会連絡協議会 

９ 片瀬地区生活環境協議会 

１０ 片瀬地区青少年育成協力会 

１１ 片瀬地区青少年支援フォーラム 

１２ 片瀬地区民生委員児童委員協議会 

１３ 片瀬地区防犯協会 

１４ 片瀬地区老人クラブ連合会 

１５ 江の島振興連絡協議会 

１６ 片瀬地区商店会 

  


